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担当係

根拠法令・個別計画

目的

（対象をどの様な

状態にするのか）

内容

（手段）

実施・運営方法

※費用合計に占める

経費の内訳(割合)

　特定都市河川浸水被害対策法、下水道法、都市計画法、尾張都市計画下水道、公共下水道事業計画

2

担当課

1

都市基盤

河川課

河川係

61

平成３０年度以降

河川・水路

事業類型 施設整備系

河川整備を促進する

1

　浸水区域の解消を図るための局所的な対応でなく、都市全域の総合的な雨水排水計画を

策定して、被害の著しい地区の下水道を面的に考え事業を実施する。

　小牧市はじめ他の新川流域自治体で策定した、新川流域水害対策計画で平成47年頃ま

でに総延長1,733ｍの雨水幹線を整備する。

　また、雨水排水ポンプ場整備に伴い、当該地区の水路をポンプ場に流下させるため、水路

を整備する。

○平成23年度実施内容

　雨水幹線整備事業に必要な下水道事業の変更認可を得た。

 【委託業務内容】

　　用地調査業務等　3件（委託料：9,428千円）

　

【現在着手事業】

〈下小針雨水幹線〉
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〈下小針雨水幹線〉

　平成24年度に県が実施する中江川改修事業に併せ樋管を設置し、その後総延長約1,090

ｍの雨水幹線部分は函渠で既設市道の下に埋設する工事を8年程度掛けて実施する。（総

事業費：約730百万円）

〈原川内水対策〉

　県が施工する原川改修事業に併せて実施する排水ポンプ場への水路(延長約560ｍ）の整

備を原川及びポンプ場の整備時期に合わせ整備する。〈総事業費：約78百万円）

○平成24年度実施内容

　大輪ポンプ場の用地取得及び実施設計、向町ポンプ場用地取得を行って行く。
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下水道（雨水）整備の基となる小牧市流域関連公共下水道計画の変更認可を得、大

輪ポンプ場及び向町ポンプ場の事業実施が正式に認められた。また、大輪ポンプ場

及び下小針幹線実施に必要な用地調査を行なった。
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年年年年

内水氾濫による浸水被害の増大を防止するため、放流先河川の整備状況を注視しな

下水道認可地区における雨水流出量の増加と雨水排水能力の不足による内水氾濫

で浸水被害が増大するのを防止する事業であり、一級河川及び準用河川へのすみ

やかな放流をする事業であることから、廃止すれば浸水被害を防止又は解消すること

ができなくなると考える。
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一次評価のとおり。

改善案等
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方向性の判定

現状維持

判　定　理　由

放流先河川等の整備状況の情報収集、他機関との協議調整を充分に行い事業を遅

滞なく進める。
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果果果果

事業実施におけ

る課題等

内水氾濫による浸水被害の増大を防止するため、放流先河川の整備状況を注視しな

がら、効率よく事業進捗を図る必要がある。さらに、長期間を有する整備がほとんどで

あり事業認可に沿った整備が必要となる。

雨水幹線、排水ポンプ場は整備に長い年月が必要なため、放流先河川の整備状況を

注視しながらの進捗となるため現状維持と判断した。

方向性の判定


